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平成 25 年 3 月 27 日 

各 位 

    

    

    

八重山殖産株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ八重山殖産株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ八重山殖産株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ八重山殖産株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成25年3月27日開催の取締役会において、下記のとおり、八重山殖産株式会社の株式

を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

  

１．株式取得の理由 

 八重山殖産株式会社はクロレラを中心とした微細藻類の大量培養設備を有している企業であり、

当社が平成 17年 12 月に世界で初めて成功した微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の大量

培養技術を活用し、ユーグレナの生産を当社より受託しています。 

 

 この度、八重山殖産株式会社を子会社化することによって、以下の効果を見込んでおります。 

・当社の研究成果、培養技術をより積極的に生産現場に投入することによる、ユーグレナの生

産コスト低減、増産の効率化の実現。 

・増加しているユーグレナの需要に伴い発生する設備投資などの資金ニーズに対し、柔軟に当

社が資金提供できる体制の実現。 

・八重山殖産株式会社の持つ設備、ノウハウや遊休資産を、バイオジェット燃料を中心とした

研究課題に活用することによる研究開発の加速。 

・他地域での新たな生産拠点の建設時における、八重山殖産株式会社が有するノウハウの活用。 

 

 八重山殖産株式会社の子会社化により、増加するユーグレナの需要に対応できる体制を構築し

ながら、両社の技術や設備を最大限活用し、研究開発をより加速させて参ります。 

  

会 社 名 株 式 会 社 ユ ー グ レ ナ 

代表者名 代 表 取 締 役 出雲 充 

 （コード番号：2931） 

問合せ先 

取 締 役 

経 営 戦 略 部 長 

永田 暁彦 

 （TEL.03-5800-4907） 
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２．異動する子会社（八重山殖産株式会社）の概要 

（1）名称  八重山殖産株式会社 

（2）所在地  沖縄県石垣市字白保287番地14 

（3）代表者の役職・氏名  代表取締役 志喜屋 安正 

（4）事業内容  クロレラ及び藻類の生産・加工・販売 

（5）資本金 9百万円 

（6）設立年月日 平成22年1月22日 

（7）大株主及び持株比率 志喜屋 安正 （51.3%） 

株式会社ユーグレナ （20.0%） 

（8）上場会社と当該会社との関係 資本関係 当社は当該会社の普通株式300株（議決権

の所有割合20％）を所有しております。 

人的関係 当社取締役永田暁彦は、当該会社の取締

役を兼任しております。 

取引関係 当社は、ユーグレナ粉末原料を当該会社

から供給を受けております。 

当社は、当社が利用する研究施設の建設

にあたって、建設協力金を当該会社へ支

出しており、利息を当該会社から受け取

っております。また、当社は研究施設を

当該会社から賃借しております。 

（9）当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成22年3月期※ 平成23年3月期 平成24年3月期 

純 資 産 18百万円 108百万円 195百万円 

総 資 産 377百万円 558百万円 564百万円 

1 株 当 た り 純 資 産 12,140円 72,643円 130,431円 

売 上 高 26百万円 623百万円 672百万円 

営 業 利 益 4百万円 162百万円 135百万円 

経 常 利 益 5百万円 159百万円 134百万円 

当 期 純 利 益 3百万円 90百万円 86百万円 

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 2,140円 60,504円 57,787円 

1 株 当 た り 配 当 金 ― ― ― 

※平成22年3月期は設立事業年度（平成22年1月22日から平成22年3月31日まで）であります。 

 

３．株式取得の相手先の概要 

（1）氏名 志喜屋安正、石垣勝己、平良晴美、東川平勝、豊平道子、

浅井康史 

（2）住所  沖縄県石垣市 

（3）上場会社と当該個人の関係  当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者

が過半数を所有している会社等並びにその子会社を含

む。）との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取

引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社

と当該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間

には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はあり

ません。 
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４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（1）異動前の所有株式数 普通株式 300株 

（議決権の数：300個） 

（議決権の所有割合：20％） 

（2）取得株式数 普通株式 1,200株 

（議決権の数：1,200個）  

（3）取得価額 八重山殖産株式会社の普通株式 198百万円 

アドバイザリー費用等（概算額） 5百万円 

合計（概算額）        203百万円 

（4）異動後の所有株式数  普通株式 1,500株 

（議決権の数：1,500個） 

（議決権の所有割合：100％） 

 

５. 日程 

（1）取締役会決議 平成25年3月27日 

（2）株式譲渡契約の締結 平成25年3月27日  

（3）株式譲渡日  平成25年3月27日 

 

６. 今後の見通し 

本件株式の取得により、八重山殖産株式会社は当社の連結子会社となり、当社は、平成 25

年 9 月期第 2 四半期以降、連結財務諸表作成会社となる見込みであります。 

本件が平成 25年 9月期の業績に与える影響につきましては現在精査中であり、今後開示が

可能となった時点で速やかに業績予想を公表いたします。 

 

以 上 


